
デジタル田園都市国家構想総合戦略を勘案した 

第２期鳥取市創生総合戦略の改訂について 

１．経緯 

 国は、「全国どこでも誰もが便利で快適に暮らせる社会」を目指す「デジタル田園都

市国家構想」の実現に向け、第２期「まち・ひと・しごと創生総合戦略」（2020改訂

版）を抜本的に改訂し、「デジタル田園都市国家構想総合戦略」（令和４年12月 23日

閣議決定）を策定しました。その中で、地方公共団体は「デジタル田園都市国家構想総

合戦略を勘案し、地方版総合戦略を改訂するよう努めること」とされています。 

２．デジタル田園都市国家構想総合戦略の概要 

（１）全体像：別紙「デジタル田園都市国家構想総合戦略の全体像」のとおり 

（２）計画期間：令和５年度～令和９年度 

 改訂前の第２期「まち・ひと・しごと創生総合戦略」（2020改訂版）の計

画期間は、令和２年度から令和６年度まで 

（３）法律上の位置づけ 

デジタル田園都市国家構想総合戦略は、まち・ひと・しごと創生法第８条第１項

に定める「まち・ひと・しごと創生総合戦略」を、同法第８条第６項の規定に基

づき変更したものです。 

 これまでの国の総合戦略と法律上同じ位置付けです。 

 「デジタル田園都市国家構想総合戦略」という名称となっていますが、法律

上の名称は引き続き「まち・ひと・しごと創生総合戦略」です。 

（４）施策の方向 

ア デジタルの力を活用した地方の社会課題解決・魅力向上 

① 地方に仕事をつくる 

② 人の流れをつくる 

③ 結婚 ・ 出産・子育ての希望をかなえる 

④ 魅力的な地域をつくる 

イ デジタル実装の基礎条件整備 

① デジタル基盤整備 

② デジタル人材の育成・確保 

③ 誰一人取り残されないための取組 

まち・ひと・しごと創生法（抜粋） 

第８条 政府は、基本理念にのっとり、まち・ひと・しごと創生総合戦略を定め

るものとする。 

（省略） 

６ 政府は、情勢の推移により必要が生じた場合には、まち・ひと・しごと創生

総合戦略を変更しなければならない。 

左記アは、これまでの国の

総合戦略と同じ考え方。地

方版総合戦略で引き続き

求められる取組。デジタル

活用の視点が新たに加わ

りました。 

左記イは、国の総合戦略に

新たに追加された考え方。

国が推進し、地方のデジタ

ル実装を下支えします。 
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３．第２期鳥取市創生総合戦略の改訂について 

（１）改訂の考え方 

本市の第２期創生総合戦略は、地方創生を推進する施策にSociety5.0 の視点を

取り入れ、Society5.0 で実現するデジタル社会の早期構築に取り組むこととして

おり、国のデジタル田園都市国家構想総合戦略を先取りした内容であると考えます。 

このため、本市の第２期創生総合戦略の改訂については、戦略の考え方や構成は

現行を基本とし、国の総合戦略との関係についての文言整理を行い、併せて、デジ

タルを活用した地方創生の取組を、引き続き積極的に位置づけていくこととします。 

（２）改訂の時期 

   令和５年４月予定 

 本市の第２期創生総合戦略は、当初予算編成を踏まえた新旧施策の入替え等

を行うため毎年４月に改訂を行っており、直近の改訂で上記（1）に対応し

ます。 

Society5.0 とは

サイバー空間（仮想空間）とフィジカル空間（現実空間）を高度に融合させ

たシステムにより、経済発展と社会的課題の解決を両立する、人間中心の社

会（Society）です。狩猟社会（Society 1.0）、農耕社会（Society 2.0）、工

業社会（Society 3.0）、情報社会（Society 4.0）に続く、新たな社会を指す

もので、国の第５期科学技術基本計画において我が国がめざすべき未来社会

の姿として初めて提唱されました。 
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参考：国の地方創生の主な取組経過 

  平成 26年 11月  まち・ひと・しごと創生法成立 

平成 26年 12月  まち・ひと・しごと創生「長期ビジョン」及び 

まち・ひと・しごと創生総合戦略を閣議決定 

 まち・ひと・しごと創生総合戦略の基本目標 

① 地方における安定した雇用を創出する 

② 地方への新しいひとの流れをつくる 

③ 若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる 

④ 時代に合った地域をつくり、安心な暮らしを守るとともに、 

地域と地域を連携する 

法の目的（第１条）の概要 

我が国における急速な少子高齢化の進展に的確に対応し、人口の減少に歯止めを

かけるとともに、東京圏への人口の過度の集中を是正し、それぞれの地域で住みよ

い環境を確保して、将来にわたって活力ある日本社会を維持していくためには、ま

ち・ひと・しごと創生（※）に関する施策を総合的かつ計画的に実施する。 

（※）まち・ひと・しごと創生：以下を一体的に推進すること。 

まち  ：国民一人一人が夢や希望を持ち、潤いのある豊かな生活を安心して営む 

ことができる地域社会の形成 

ひと  ：地域社会を担う個性豊かで多様な人材の確保 

しごと：地域における魅力ある多様な就業の機会の創出 
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令和元年12月   まち・ひと・しごと創生「長期ビジョン」（令和元年改訂版）

及び第２期「まち・ひと・しごと創生総合戦略」を閣議決定 

 第２期「まち・ひと・しごと総合戦略」の基本目標 

① 稼ぐ地域をつくるとともに、安心して働けるようにする 

② 地方とのつながりを築き、地方への新しいひとの流れをつ 

くる 

③ 結婚・出産・子育ての希望をかなえる 

④ ひとが集う、安心して暮らすことができる魅力的な地域を 

つくる 

令和２年 12月   第２期「まち・ひと・しごと創生総合戦略」（2020改訂版）

を閣議決定 

 ２期「まち・ひと・しごと総合戦略」（2020改訂版）の基本目標 

※改訂前の基本目標から変更なし 

令和 4年 12月   デジタル田園都市国家構想総合戦略を閣議決定 

2020改訂版の方向性 

① 感染症による意識・行動変容を踏まえた 

地方へのひと・しごとの流れの創出 

② 各地域の特色を踏まえた自主的・主体的な 

取組の促進 

国の姿勢 

各地域の自主的・主

体的な取組を基本

としつつ、地域のみ

では対応しきれな

い面を支援。
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